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2024 年 11 月 12 日 

各 位 

会 社 名 青 山 商 事 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 青 山  理 

（コード番号 8 2 1 9  東証プライム 市場）

問合せ先 取締役兼専務執行役員 
グループ経営本部長 
兼 総 合 企 画 部 長 

山 根 康 一 

（ T E L  0 8 4 - 9 2 0 - 0 0 5 0 ） 

剰余金の配当（中間配当）、配当方針の変更及び期末配当予想の修正（増配） 

並びに自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

当社は、本日開催の取締役会において、剰余金の配当（中間配当）、配当方針の変更及び配当予想の

修正並びに自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

なお、自己株式取得に係る事項については、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第 156 条の規定に基づき、決議したものであります。 

記 

１. 剰余金の配当（中間配当）の内容

決定額 
直近の配当予想 

(2024 年５月 10 日公表) 

前期実績 

(2024 年３月期) 

基準日 2024 年９月 30日 同左 2023 年９月 30 日 

１株当たり配当金 30 円 00 銭 30 円 00 銭 ０円 00 銭 

配当金総額 1,508 百万円 ― ― 

効力発生日 2024 年 11 月 27 日 ― ― 

配当原資 利益剰余金 ― ― 

２. 配当方針の変更

（１）変更の理由

本中期経営計画期間である 2025 年３月期から 2027 年３月期における株主還元につきましては、

競争力の維持・強化に向けた成長投資を行い、収益力の向上と財務体質の強化に努めながら、株主

の皆様に対する積極的かつ安定的な利益の還元を実施していく基本方針を維持いたします。 

その上で、資本コストや株価を意識した経営の実現と企業価値向上に向けた取組みを一層進めて

いくため、連結における配当性向 70％もしくは株主資本配当率(DOE)３％のいずれか高い方を採用す

る配当方針へ変更いたします。 

（２）変更の内容

（変更前） 

１株当たりの年間配当額 60 円を下限とし、連結配当性向 40％を目途として、利益成長を通じ

た累進的な配当を行います。 

（変更後） 

連結における配当性向 70％もしくは株主資本配当率(DOE)３％のいずれか高い方を採用する

配当を行います。 
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３．期末配当予想の修正 

（１）修正の理由 

１株当たり配当金につきましては、中間配当（第２四半期末）は従来の方針に基づき普通配当 30

円、期末配当は新たな配当方針に基づき 97 円、よって年間配当予想を 127 円（前回予想より 66 円増

配）へ修正いたします。 

（２）修正の内容 

 
１株当たり配当金 

第２四半期末 期末 合計 

前回予想（2024 年５月 10日公表） 30 円 00 銭 31 円 00 銭 61 円 00 銭 

今回修正予想  97 円 00 銭 127 円 00 銭 

当期実績 30 円 00 銭   

前期実績（2024 年３月期） ０円 00銭 65 円 00 銭 65 円 00 銭 

(注)2024 年３月期期末配当の内訳  普通配当 60 円 00 銭  記念配当 ５円 00 銭 

 

４．自己株式の取得 

（１）自己株式の取得を行う理由 

2025 年３月期から 2027 年３月期の中期経営計画にて定めております株主還元方針に則り、株主還

元の拡充並びに資本効率の向上等を図るため、実施するものであります。 

（２）取得に係る事項の内容 

① 取得対象株式の種類 当社普通株式 

② 取得し得る株式の総数 150 万株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.98％） 

③ 株式の取得価額の総額 30 億円（上限） 

④ 取得期間 2024 年 11 月 15 日～2025 年３月 24 日 

⑤ 取得方法 東京証券取引所における市場買付 

（ご参考） 

2024 年９月 30日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式除く） 50,279,540 株 

自己株式数      114,476 株 

 

以 上 


